
(宛 先 )

T100-8916
電話

FAX

厚生労働省 医薬・生活衛生局

食品基準審査課 残留農薬等基準審査室 宛

東京都千代田区霞が関1-2-2
03(5253)1111(内線4289)
03(3595)2423(18時 以降)

03-3595-2432(残 留農薬等基準審査室FAX)

寄付金・契約金等受取(割当て)額等回答表

f'ilJ+ rE 8n
令和3年 1月 22日 (金)薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取(割 当て)額等について、別紙のとおり回

答する。

①食品中のシペルメドリンの残留基準の設定について

②食品中の1-メチルシクロプロペンの残留基準の設定について

③食品中のカスガマイシンの残留基準の設定について

④食品中のクロルピクリンの残留基準の設定について

⑤食品中のバリダマイシンの残留基準の設定について

⑥食品中のフェンプロパトリンの残留基準の設定について

⑦食品中のプロクロラズの残留基準の設定について



①食品中のシペルメドリンの残留基準の設定について
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● 寄付金・契約金等の受取(割 当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

□ 平成30年度

□ 令和元年度

□ 令和2年度

【受取額の内訳】

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料

□ 特許権 '特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

□ その他(                 J
該当の有無 :

該当の有無 :

②食品中の1-メチルシクロプロベンの残留基準の設定について

帥当‐」ＦＪ

し

し

無

無

:  アグロフレッシュ・ジャパン

● 寄付金・契約金等の受取(割 当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

□ 平成30年度

□ 令和元年度

□ 令和2年度

→ 受取の有無 :□ 有り  /無 し

当該年度における受取額

□ 50万 円以下

□ 50万円超～500万 円以下

□ 500万円超
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該当の有無 :

該当の有無 :

③食品中のカスガマイシンの残留基準の設定について

企業生 (申請企業等):

● 寄付金・契約金等の受取(害1当 て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

□ 平成30年度

□ 令和元年度

→ 受取の有無 :□  有リ  ビ 無 し

□ 令和2年度
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【受取額の内訳】

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

□ その他(                 ⊇

【受取額の内訳】

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

□ その他(                   )



④食品中のクロルピクリンの残留基準の設定について

ピ 無し● 寄付金・契約金等の受取(割 当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

□ 平成30年度

□ 令和元年度

□ 令和2年度

【受取額の内訳】

□ 寄附金(奨学寄付金含む) □ 研究契約金   □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料  □ 原稿執筆料    □ 当該企業の株式

□ その他 ( )

当該年度における受取額
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申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

⑤食品中のノ測ダマイシンの残留基準の設定について

企業名(申請企業等): 住友イヒ学株式会社

有り

有り

該当の有無 :

該当の有無 :

し

し

無

無
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● 寄付金・契約金等の受取(割 当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

□ 平成30年度

□ 令和元年度

□ 令和2年度

【受取額の内訳】

□ 寄附金(奨学寄付金含む) □ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料  □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他 ( )

該当の有無 :

該当の有無 :

⑥食品中のフェンプロパトリンの残留基準の設定について

企業名(申請企業等): 住友化学株式会社
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● 寄付金・契約金等の受取 (割 当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

□ 平成30年度

□ 令和元年度

□ 令和2年度

→ 受取の有無 :□ 有り 〆 無し

当該年度における受取額

□ 50万 円以下

□ 50万 円超～500万 円以下

□ 500万円超
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該当の有無 :

該当の有無 :

し

し

無
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【受取額の内訳】

□ 寄附金(奨学寄付金含む) □ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

□ その他 ( )

当該年度における受取額

卜 : ::[]掌 』

500万 円以下



⑦食品中のプロクロラズの残留基準の設定について

企業名(申請企業等): エフエムシー・ケミカルズ株式会社
● 寄付金・契約金等の受取(割 当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

□ 平成30年度

□ 令和元年度

□ 令和2年度

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

→ 受取の有無 :□ 有り ♂ 無し
当該年度における受取額

□ 50万 円以下

□ 50万円超～500万円以下

□ 500万円超

有
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該当の有無 :

該当の有無 :
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【受取額の内訳】

□ 寄附金(奨学寄付金含む) □ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

□ その他 ( )











（宛　先）

厚生労働省　医薬・生活衛生局
食品基準審査課残留農薬等基準審査室 痴御、子

東京都千代田区霞が関1－2－2
03（5253）1111（内線4289）

03（3595）2423（18時以降）

03－3595－2432（残留農薬等基準審査室FAX）

寄付金・契約金等受取（割当て）額等回答表 

令和J年／月ノ2日

令和3年1月22日（金）薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取（割当て）額等について、別紙のとおり回

答する。

①食品中のシベルメトリンの残留基準の設定について

②食品中の1－メチルシクロプロペンの残留基準の設定について

③食品中のカスガマイシンの残留基準の設定について

⑥食品中のクロルビクリンの残留基準の設定について

⑤食品中のバリダマイシンの残留基準の設定について

⑥食品中のフエンプロ′≠リンの残留基準の設定について

⑦食品中のプロクロラズの残留基準の設定について

現職　拙摘透 蚕イ舶
氏名　滋か鼠凍



①食品中のシベルメトリンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：　住友イヒ学株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
□　平成30年度

口　令和元年度

→　受取の有無：ロ　有り √無し

当該年度における受取額

口　50万円以下

□　50万円超～500万円以下

□　令和2年度 ��」　□　500フヨ 

【受取額の内訳】 �� 

ロ　寄附金（奨学寄付金含む） �����ﾊHｸhﾅ�o�ｾ��ロ　コンサルタント料・指導料 

ロ　特許権・特許使用料・商標権による報酬 �� 

□　講演料　　口　　　　原稿執筆料 �����9h･舒仂h,ﾈｩH��� 

□　その他（ ��｢� 

申請資料等の作成に密接に関与 ��→　該当の有無：ロ 

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

②食品中の1－メチルシクロプロベンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：　アグロフレッシュ・ジャパン合同会：
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
□　平成30年虎

口　令和元年度

→　該当の有無：□　有り

→受取の有無□有り　〆軋

当該年度における受取額
□　50万円以下

口　50万円超～500万円以下

500万円超□　令和2年度 ��」　ロ　bUUフi 

【受取額の内訳】 �� 

ロ　寄附金（奨学寄付金含む） �8ﾘ��ﾊHｸhﾅ�o�ｾ��ロ　コンサルタント料・指導料 

ロ　特許権・特許使用料・商標権による報酬 �� 

□　講演料　　口　　　　原稿執筆料 �8ﾘ��9h･舒仂h,ﾈｩH��� 

□　その他（ ��｢� 

申請資料等の作成に密接に関与 ��→　該当の有無：□ 

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

③食品中のカスガマイシンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：　北興化学工業株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
□　平成30年度

□　令和元年度

→　該当の有無：□　有り

→受取の有無口有り　才無し

当該年度における受取額

□　50万円以下

□　50万円超～500万円以下

□　令和2年度 ��」　□　500万 

【受取額の内訳】 �� 
□　寄附金（奨学寄付金含む） �����ﾊHｸhﾅ�o�ｾ��ロ　コンサルタント料・指導料 

ロ　特許権・特許使用料・商標権による報酬 �� 

ロ　講演料　　口　　　　原稿執筆料 �����9h･舒仂h,ﾈｩH��� 

ロ　その他（ ��｢� 

申請資料等の作成に密接に関与 ��→　該当の有無：□ 

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係　　　　　　　　　→　該当の有無：□　有り

特記事項

●

●

﹇

●

●

﹇

﹈

■
レ

　
し

無
無
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」



⑧食品中のクロルビクリンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：　クロルビクリン工業会
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
口　平成30年度

□　令和元年度

→受取の有無□有り　オ無心

当該年度における受取額

ロ　50万円以下

ロ　50万円超～500万円以下

ロ　令和2年度 ��」　ロ　500万 

【受取額の内訳】 �� 
ロ　寄附金（奨学寄付金含む） �8ﾘ��ﾊHｸhﾅ�o�ｾ��ロ　コンサルタント料・指導料 

ロ　特許権・特許使用料・商標権による報酬 �� 

ロ　講演料　　口　　　　原稿執筆料 佰ｸ��9h･舒仂h,ﾈｩH��� 

ロ　その他（ ��｢� 

申請資料等の作成に密接に関与 ��→　該当の有無：□ 

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

⑤食品中の′やノダマイシンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：　住友化学株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
口　平成30年度

口　令和元年度

→　該当の有無：□　有り

→　受取の有無：口　有り 訂無し
当該年度における受取額
ロ　50万円以下

ロ　50万円超～500万円以下

ロ　令和2年度 ��J　ロ　500万 

【受取額の内訳】 �� 
ロ　寄附金（奨学寄付金含む） �8ﾘ��ﾊHｸhﾅ�o�ｾ��ロ　コンサルタント料・指導料 

□　特許権・特許使用料・商標権による報酬 �� 

ロ　講演料　　口　　　　原稿執筆料 �����9h･舒仂h,ﾈｩH��� 

□　その他（ ��｢� 

申請資料等の作成に密接に関与 ��→　該当の有無：□ 

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

⑥食品中のフエンプロパトリンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：　住友化学株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
□　平成30年度

□　令和元年度

→　該当の有無：□　有り

→受取の有無：□有り‾イ無し

当該年度における受取額
□　50万円以下

□　50万円超～500万円以下

0万円超ロ　令和2年度 ��」　口　5007ヨ 

【受取額の内訳】 �� 
□　寄附金（奨学寄付金含む） �8ﾘ��ﾊHｸhﾅ�o�ｾ��ロ　コンサルタント料・指導料 

□　特許権・特許使用料・商標権による報酬 �� 

□　講演料　　□　　　　原稿執筆料 �8ﾘ��9h･舒仂h,ﾈｩH��� 

ロ　その他（ ��｢� 

申請資料等の作成に密接に関与 ��→　該当の有無：□ 

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係　　　　　　　　　→　該当の有無：□　有り

特記事項

●

●
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●

●

﹇
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無
無
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⑦食品中のプロクロラズの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：　エフエムシー・ケミカルズ株式会
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額 →受取の棚：。有り　訂鱒卜

当該年度における受取額

口　平成30年度 �����S�iﾅ��

ロ　令和元年度 �����S�iﾅ��

□　令和2年度 �8ﾘ��S��iﾂ�

【受取額の内訳】 

ロ　寄附金（奨学寄付金含む）　　　　　　　　□　研究契約金　　ロ　コンサルタント料・指導料 

ロ　特許権・特許使用料・商標権による報酬 

ロ　講演料　　口　　　　原稿執筆料　　　　□　当該企業の株式 

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） 

申請資料等の作成に密接に関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　該当の有無：□ 

契約金等を受け取った年度最も多い寄附金・受取有りの場合、

円超～500万円以下

有り

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係　　　　　　　　　→　該当の有無：□　有り

特記事項 「
　

　
　

　
　

　
－

　
　

　
　

　
　

」



( 宛先）

厚生労働省医薬・生活衛生局
食品基準審査課残留農薬等基準審査室宛

  〒1 0 0 - 8 9 1 6 東京都千代田区霞が関1 - 2 - 2
  電話 0 3 ( 5 2 5 3 ) 1  1  1  1 ( 内線4 2 8 9 )

0 3 ( 3 5 9 5 ) 2 4 2 3  ( 1 8 時以降）
  F A X 0 3 - 3 5 9 5 - 2 4 3 2  ( 残留農薬等基準審査室F A X )

寄付金・契約金等受取( 割当て) 額等回答表

令和3 年/ 月/ 2 < 日
令和3 年1 月2 2 日（金）薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額等について、別紙のとおり回

答する。

  ① 食品中のシペルメド> | ンの残留基準の設定について

  ② 食品中の1 - メチルシクロブロペンの残留基準の設定について

  ③ 食品中のカスガマイシンの残留基準の設定について

  ④ 食品中のクロルピクリンの残留基準の設定について

⑤食品中のバリダマイシンの残留基準の設定について

⑥食品中のフェンブロパドJ ンの残留基準の設定について

⑦食品中のプロクロラズの残留基準の設定について

現職国立医薬品食品衛生研究所食品部第一室長



―該当の有無：口有り

該当の有無：口有り

一受取の有無：口有り 5 7  無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

ーロ 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

. 口 5 0 0 万円超

・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成3 0 年度

口令和元年度

口令和2 年度

・申請資料等の作成に密接に関与

・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

「特記事項

②食品中の1 - メチルシクロブロペンの残留基準の設定について

   企業名（申請企業等）: アヴロフレッシュ・ジャパン合同会社 
  ・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額 一受取の有無：口有り a  無し

  受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

  口平成3 0 年度 1  口 5 0 万円以下
口令和元年度

口令和2 年度

ーロ 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

   口講演料 口 原稿執筆料 口 当該企業の株式

  口 その他（ ）

  ・申請資料等の作成に密接に関与 ―該当の有無：口有り ¢ 1 無し

  ・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 - 該当の有無：口有り 0  無し

  「特記事項 フ

③食品中のカスガマイシンの残留基準の設定について

      企業名（申請企業等）: 北麻化学工業株式会計  
  ・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額 ―受取の有無：口有り 0  無し

  受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

  口平成3 0 年度 1  口 5 0 万円以下

【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

   口講演料 口 原稿執筆料 口 当該企業の株式

  口 その他（ ）

口令和元年度

口令和2 年度

ーロ 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超

  ・申請資料等の作成に密接に関与 一該当の有無：口有リ ¢ 1 無し

  春審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 ~ 該当の有無：口有り £ 2  無し

  「特記事項 π

  口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口 当該企業の株式

)

【受取額の内訳】

口寄附金( 奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

   口講演料 口 原稿執筆料

口その他（

①食品中のシペルメドj ンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：住友化学株式会社

し
し

無
無

0
 

¢



④食品中のクロルピクリンの残留基準の設定について

該当の有無：口有リ

―該当の有無：口有リ

一該当の有無：口有り

一該当の有無：口有り

一受取の有無：口有り 0  無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

ーロ 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

. 口 5 0 0 万円超

- 受取の有無：口有り 0  無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

- 口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

. 口 5 0 0 万円超

寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成3 0 年度

口令和元年度

口令和2 年度

・申請資料等の作成に密接に関与

・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

「特記事項

・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口平成3 0 年度

口令和元年度

口令和2 年度

・申請資料等の作成に密接に関与

・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

「特記事項

⑥食品中のフェンブロハ。ンの残留基準の設定について

  企業名（申請企業等）：住友化学株式会社
  ・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額 受取の有無：口有り 0  無し

  受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

  口平成3 0 年度 1  口 5 0 万円以下
口令和元年度

口令和2 年度

ーロ 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

    口講演料 口 原稿執筆料 口 当該企業の株式

   ロ ーその他（ )
  ・申請資料等の作成に密接に関与 一該当の有無：口有り 0  無し

  ・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 一該当の有無：口有り 0  無し

  「特記事項 I

⑤食品中のハ* U ダマイシンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：住友化学株式会社

  口研究契約金 ロ コンサルタント料・指導料

口 当該企業の株式

【受取額の内訳】

口寄附金( 奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

   口講演料 口 原稿執筆料

口 その他（

企業名（申請企業等）：クロルピウリンエ業会

【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロ コンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

    口講演料 口 原稿執筆料 口 当該企業の株式

  口 その他（ ）

し
し

無
無

0
 

0

し
し

無
無

0
 
0



⑦食品中のプロクロラズの残留基準の設定について

  企業名（申請企業等）：エフエムシー・ケミカルズ株式会社
   ・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額 一受取の有無：口有り 無し

  受取有1 J の場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

  口平成3 0 年度 1  口 5 0 万円以下

【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料
口特許権・特許使用料・商標権による報酬

   口講演料 口 原稿執筆料 口 当該企業の株式

  口 その他（ ）

口令和元年度

口令和2 年度

- 口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超

  ・申請資料等の作成に密接に関与 - 該当の有無：口有り 0  無し
   ・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 ―該当の有無：口有り 無し

  「特記事項 π











(宛 先 )

厚生労働省 医薬・生活衛生局
食品基準審査課 残留農薬等基準審査室 宛

FAX

東京都千代田区霞が関1-2-2
03(5253)1111(内 線4289)
03(3595)2423(18時 以降)

03-3595-2432(残留農薬等基準審査室FAX)

寄付金・契約金等受取(割 当て)額等回答表
令和3年 /月 //日

令和3年1月 22日 (金)薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取(割 当て)額等について、別紙のとおり回

答する。

①食品中のシベルメトリンの残留基準の設定について

②食品中の1-メチルシクロプロベンの残留基準の設定について

③食品中のカスガマイシンの残留基準の設定について

④食品中のクロルピクリンの残留基準の設定について

⑤食品中のパリダマイシンの残留基準の設定について

⑥食品中のフェンプロパトリンの残留基準の設定について

⑦食品中のプロクロラズの残留基準の設定について

現職 ジL← gル僣!物

氏 名

=テ=100--8916
電話



①食品中のシベルメトリンの残留基準の設定について

工」量璽重塵堕墨壁墨生__」五控〔壁赳盤童金社__
● 寄付金・契約金等の受取(割 当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
□ 平成30年度

● 申

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

→ 受取の有無:自 有り
/

ビ 無し

当該年度における受取額
□ 50万円以下

令和元年度□

□
□ 50万円超～500万円以下

円超

→ 該当
→ 該当の有無

し１
′
Ｈ
ツ

有
有

□

□

|

②食品中の1-メチルシクロプロベンの残留基準の設定について

_企業名(申請企業等): Z独二zL生2シュニ独壺≧金融金社

□ 寄附金(奨学寄付金含む)

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料

自 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料

□ 当該企業の株式
の

● 寄付金・契約金等の受取(割 当て)額
受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

□ 平成30年度
□ 令和元年度

申 作成に
審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

③食品中のカスガマイシンの残留基準の設定について

企菫:□饉饉詮菫等)i北 里健 工難 式会社

→ 受取の有無1□ 有り
/

粒r 無し
当該年度における受取額

□ 50万円以下
□ 50万円超～500万円以下

5 超

該
該

↓
↓

●
●
Ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ

当の有無:□ 有り
当の有無:固 有り

し

じ

無
無

ｒ
ｙ

□ 寄附金(奨学寄付金含む)

□ 特許権,特許使用料'商標権による報酬
自 講演料  口    原稿執筆料

□ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料

□ 当該企業の株式

● 寄付金・契約金等の受取(割当て)額
受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

□ 平成30年度
□ 令和元年度

→ 受取の有無:□ 有り y無し
当該年度における受取額

□ 50万円以下
'□ 50万円超～500万円以下

□

→ 該当 有

有

2

● 成に密
● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

□

□

じ

し

無
無

影
Ｍ

「
|

|

|

[

□ 寄附金(奨学寄付金含む)

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料

□ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料

□ 当該企業の株式

訳

特記事項

→ 該当の有無



④食品申のクロルピクリンの残留基準の設定について

塗盤墜i止堅量企菫笠二__立菫l墨

=型
≧工業金

● 寄付金・契約金等の受取(割 当て)額
受取有りの場合、最も多い寄附金,契約金等を受け取つた年度

□ 平成30年度
□ 令和元年度

● 申請資料等の作成に密接に
● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

⑤食品中のノ切ダマイシンの残留基準の設定について

企業名(申請企業等): 住友上皇盤式会社

→ 受取の有無:□ 有り ゴ 無し

当該年度における受取額
□ 50万円以下
□ 50万円超～500万円以下

円超□

→ 該
→ 該

有

有の有無当

じ

じ

無
無

ヱ
ｙ

|

□ 寄附金(奨学寄付金含む)

□ 特許権'特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料

□ 研究契約金  ロ コンサルタント料・指導料

□ 当該企業の株式

受取額の

● 寄付金・契約金等の受取(割 当て)額
受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

□ 平成30年度
□ 令和元年度

●

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

→ 受取の有無:固 有り ν 無し
当該年度における受取額

□ 50万円以下
□ 50万円超～500万円以下

超

→ 該当の有無:□ 有り
有り ｙ〃Ⅵ

し

し

無

無

「 |

L

⑥食品中のフェンプロパ円ンの残留基準の設定について

塗崖名(鐙:講企業等): 住友生整株式会社

□

□

□

□

寄附金(奨学寄付金含む)

特許権'特許使用料・商標権による報酬
講演料  □    原稿執筆料

□ 研究契約金

□ 当該企業の株式

ロ コンサルタント料・指導料

● 寄付金・契約金等の受取(割 当て)額
受取有りの場合、最も多い寄附金.契約金等を受け取つた年度

□ 平成30年度
□ 令和元年度
□

● 申 城に密接に
● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

→ 受取の有無:□ 有り ピ 無し

当該年度における受取額
□ 50万円以下
□ 50万円超～500万円以下

円超

当

当
↓　　↓

□

□無

有
有

の

の

し

し

無
無

商
ｇ

”
′
＝り

有
有

|

□ 寄附金(奨学寄付金含む)

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料

口 研究契約金   自 コンサルタント料 指ヽ導料

□ 当該企業の株式
)

特記事項
該



⑦食品中のプロクロラズの残留基準の設定について

｀ t

:□
. /
ビ 無し

当該年度における受取額
□ 50万円以下
□ 50万円超～500万円以下

□ 円超

゛

額●
度年たつ取サ受を等金約契金附寄多轟

疲
支

ヽ
年
判

△
﹇
（
）
）
´

熱
ク
（０

一Л

残
成
和

“
平
令

有取
□
□

受

じ

し

無
無

ゾ
ン

有

有

□

□

特記事項

●
●

ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ

当
→ 該当の有無 :

□
□
□
□

寄附金(奨学寄付金含む)

特許権・特許使用料・商標権による報酬

講演料  □    原稿執筆料

□ 研究契約金

□ 当該企業の株式

ロ コンサルタント料・指導料

/










